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第３ 章　 基　 本　 計　 画

５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

①交通安全対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

交通量の多い危険な通学路があり ます。

事故の多い交差点があり ます。

2 0 2 3（ R5 ）年までの５ 年間で 、 人口 1 0 万人以上の都市の中で 、 1 0 万人当たり の交通事故死者数

ワースト 1 0 位内に３ 回入っ ている 極めて厳し い状況です。

市民意識調査によ る と 、 2 9 .4 ％の市民が「 交通マナーが悪い」と 思っ ています。

直近５ 年間の交通事故死者の約７ 割が高齢者です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

歩行者等が安全に通行でき る歩行スペースの確保が必要です。

視認性の向上など、 交差点の改良が必要です。

交通事故撲滅に向け、 効果的な交通環境の整備が必要です。

地域と 連携し 、 地域の状況に応じ た交通安全対策が必要です。

交通ルールの遵守と 交通マナーの向上を 図る 必要があり ます。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

交通事故死者ゼロのまち
　 こ ども や高齢者等が安心し て通行でき る道路の整備を進め、 地域や行政、 関係機関が一体と なっ て

連携し 、 様々な交通安全対策に取り 組みます。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市通学路交通安全プロ グラ ム

松阪市安全で安心なまち づく り の推進に関する 行動計画

松阪市都市計画マスタ ープラ ン

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

交通事故が多発し ている 道路や交差点における 区画線の引き 直し 等、 道路の安全性を 高める

整備を 進めます。

松阪市通学路交通安全プ ロ グラ ムに基づく 合同点検を 継続し 、 ハード 対策・ ソ フ ト 対策の両

面から 通学路の安全対策を 図り ます。

交通量の多い通学路では、 路肩の拡幅や歩道の新設などの道路整備を 進めます。

地域と 連携し ながら 、 こ ど も から 高齢者まで、 全ての年代に応じ た交通安全教育及び対策を

実施し ていき ます。

高齢ド ラ イ バー向けの安全運転講習を 実施し ていき ます。

交通ルールの遵守と 交通マナーの向上を 推進する啓発活動を 実施し ていき ます。

交通事故発生場所や概要等を 可視化し ていき ます。N ew ! !
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5.  安全・ 安心な生活

再定義の視点
◆

◆

通学路や歩行空間の整備は安心し て子育てができ る まち につながっ ています。

学校関係者や地域住民が参加する 松阪市通学路交通安全プ ロ グラ ムを 通じ て安全意識の向上

につながっ ていき ます。

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

地域の交通事情を よ く 理解し 、 自他と も の安全を 守る 意識を 持ちまし ょ う 。

自転車に乗る時はヘルメ ッ ト を 着用する など、 自主的な交通安全対策に取り 組みまし ょ う 。

交通安全教育指導員「 と まと ーず」によ る 交通安全教室に積極的に参加し まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■

■

通学路交通安全プ ロ グラ ムは学校関係者や警察、 地域住民が合同で現場確認を 行っ てお

り 、 今後も 継続し ていく こ と で、 ハード ・ ソ フ ト 両面の対策において連携し て推進し て

いき ます。

松阪市交通安全サポート 事業所と の連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 歩行環境の整備により 、 全ての市民が安全かつ快適な移動ができ ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

通学路の安全対策（ グリ ーンベルト 等の路面標示・
転落防止柵等の設置）

4 路線 1 2 路線

通学路における 路肩拡幅又は歩道整備完了路線 0路線 3路線

交通安全教室延べ参加者数 1 2 ,6 1 2 人 1 9 ,0 0 0 人

交通事故死傷者数（ 1 月～1 2 月） 3 1 7 人 2 7 0 人

交通マナーが悪いと 感じ る 市民の割合 29 .4 % 2 5 .0 %

交通安全対策に対する 市民満足度 2 .7 3 /5 2 .8 5 /5
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

②防犯対策と 消費者保護の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

2 0 2 3（ R5 ）年市内で発生し た刑法犯認知件数は 8 2 6 件と なり 、 平成1 4 年以降続いていた減少傾

向から 増加に転じ まし た。

特殊詐欺被害が被害件数・ 金額と も に大幅な増加と なっ ています。

「 自分だけは騙さ れない。」と いう 市民の意識を 変えていく 必要があり ます。

複雑かつ巧妙化する 悪質商法によ る 消費者被害、 消費者ト ラ ブルが増加し ています。

消費者被害、 消費者ト ラ ブルに関する 知識、 情報共有が十分ではあり ません。

■ 課　 　 題

●

●

●

自主防犯パト ロ ール活動は地域の安全確保において重要な役割を 果たし ていますが、 活動団

体が増えないこ と や、 高齢化等による 地域防犯の担い手不足などが課題です。

松阪市の高齢化率が3 0 ％を 超える 中、 高齢者を 狙っ た犯罪が増加し 、 多様化し ています。 高

齢者への地道な啓発が求めら れています。

市民の消費者意識の向上、 消費者被害情報の共有、 相談体制の充実・ 強化が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

犯罪・ 悪質商法による被害者ゼロのまち
　 警察や自主防犯パト ロール活動団体などの関係機関等と 連携し 、 防犯に関する教育・ 啓発活動を促

進するこ と により 、 市民一人ひと り の防犯意識の向上を図ると と も に、 防犯設備の充実により 、 犯罪

の起こ り にく いまちづく り を推進し ます。 また、 近年増加し ている悪質商法については、 消費生活相

談の充実・ 強化により 持続的な消費者啓発を行う など、 被害件数の減少に取り 組みます。

■ 関連計画

● 松阪市安全で安心なまち づく り の推進に関する 行動計画

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

出前講座（ 防犯対策）を 積極的に実施し ていき ます。

ホームページ等で実際に市内で起こ っ た事案を 公開し 注意を 促し ます。

防犯カ メ ラ の設置費用等を 補助し 、 地域の防犯や治安の向上を 図り ます。

犯罪被害者等に対し 、 関係機関と 連携し 支援を 実施し ます。

防犯意識の向上に取り 組み、 地域や関係団体と と も に防犯対策を 進めます。

消費生活センタ ーの相談体制の充実・ 強化や出前講座に取り 組みます。

消費者ト ラ ブル等の啓発情報を SN Sで発信し ます。

特殊詐欺などの被害を 防止する ため被害防止機器の普及を 図り ます。

N ew ! ! 若者・ 福祉
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5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

学校、 保護者、 地域などの協働による タ ウン ウオッ チン グを 実施し まし ょ う 。

自主防犯パト ロ ール活動を 積極的に行い、 地域の犯罪抑止に努めまし ょ う 。

身近な人と 情報共有する こ と によ り 地域全体で消費者被害を 防ぎまし ょ う 。

松阪市のSN Sを フ ォ ローし て最新の被害手口情報を 取得し まし ょ う 。

● 数 値 目 標 ●

●公民連携の推進
■ 自主防犯パト ロ ール活動団体と の連携を 強化し ていき ます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 複雑かつ巧妙化する 悪質商法に十分理解、 対応する こ と が困難な高齢者に対し て 、 最新

の悪質商法の情報提供や被害時の相談窓口の案内を 出前講座によ り 実施し ます。

横断的取組

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

出前講座件数（ 防犯対策） 10 件 15 件

）月21～月１（）盗車転自（数件知認犯法刑 1 1 0 件 9 0 件

特殊詐欺件数（ １ 月～1 2 月） 32 件 5 件

消費生活センタ ー解決度 9 9 .4％ 9 9 % 以上

消費生活センタ ー相談件数 1 ,4 4 7 件 1 ,5 0 0 件
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第３ 章　 基　 本　 計　 画

５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

③防災・ 危機管理対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

●

●

●

●

気象災害は頻発化・ 激甚化し 、 南海ト ラ フ 地震の発生確率も 高まっ ています。

大規模災害の発生に向けて実効性のある 訓練が十分行われている と はいえません。

災害の激甚化や避難者の多様化によ り 、 要配慮者への支援や避難所の充実が求めら れています。

市民の災害に対する 危機感が高まっ ています。

消防水利、 消防施設の適切な維持管理や、 消防団員を 適正に配置する ため、 分団の統合を 進めて

います。

消防団員数が定数に達し ていない状況です。

■ 課　 　 題

●

●

●

●

●

●

●

●

●

災害によ る 被害を 最小限に抑える ため、 自助、 共助、 公助の重要性を 啓発し 、 市民の防災意

識の高揚と 防災対策を 進めるこ と が求めら れます。

自主防災組織や消防団など、地域における 防災体制の強化と 実効性のある 訓練の実施が必要です。

要配慮者への支援や避難所の備蓄、 資機材の充実が求めら れます。

古い建物の倒壊によ る被害を 抑えるため、 減災対策が求めら れます。

災害に対し 消防団と 市民が一体と なり 、 対応するこ と が必要です。

災害時における 要配慮者の安全確保が求めら れています。

消防団の組織力を 低下さ せないよ う 、 地域に応じ た組織の再編が求めら れています。

被雇用者が入団し やすく 、 消防団活動がし やすい環境づく り への取組が必要です。

消防団員の確保・ 増員のため、 市民の理解や関心を 高めるこ と が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

災害による犠牲者ゼロのまち
　 自主防災組織や消防団を中心と し た地域防災体制の充実強化を 図ると と も に、 継続的な防災啓発と

防災教育に取り 組み、 災害に強い安全で安心なまちづく り に努めます。

■ 主な取組

●

●

●

●

●

●

●

●

市民の防災意識の高揚と 自主防災活動を 促進する ため、 自助・ 共助の重要性を ふまえた防災

啓発活動に取り 組みます。

自主防災組織や消防団と 協力し 、 地域特有の実災害を 想定し た実効性のある 防災訓練の実施

に取り 組みます。

防災情報を 迅速に伝えら れるよ う 通信設備の維持や防災無線の機能強化に取り 組みます。

建物倒壊被害を 無く すため耐震診断や危険建物の補強撤去を 推進し ます。

避難支援など要配慮者に寄り 添っ た防災対策に取り 組みます。

住民自治協議会と と も に、 地域特有のハザード を 踏まえた地区防災計画の策定を 進めます。

消防団員が地域の防災訓練など に参加し て、 市民の防災意識や自主防災活動能力の向上を 図

り ます。

消防団によ る要配慮者に寄り 添っ た災害支援対策に取り 組みます。

地域の特性に応じ た消防施設など の適切な維持管理や、 消防団員を 適正配置する ため、 分団

の統合を 進めます。

N ew ! !

若者・ 福祉

若者・ 福祉

― 84 ―



第３ 章    基 本 計 画
5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

◆

正確な防災情報の取得を 心がけまし ょ う 。

住宅の耐震化、 家具固定、 備蓄品確保など、 自ら を 守る 防災対策を し まし ょ う 。

地域の防災訓練等の自主防災活動に積極的に参加し まし ょ う 。

消防団に入団し まし ょ う 。

●

●

事業所に勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など の一層の理解と 協力を 求

め、 新たな消防団協力事業所の認定を 進めます。

市民に消防団活動への理解や関心を も っ ていただける よ う 積極的な啓発活動や情報発信を 行

います。

■ 関連計画

●

●

●

松阪市地域防災計画

松阪市国民保護計画

松阪市耐震改修促進計画

再定義の視点
◆ 地区防災組織の行う 防災訓練は市民活動の活性化にも つながっ ています。

●公民連携の推進
■

■

■

■

民間施設と 津波避難場所の協定を 結ぶこ と でより 多く の方が避難でき ます。

民間業者と 支援物資の協定を 結ぶこ と で災害時の物資調達が可能になり ます。

民間福祉施設と 協定を 結ぶこ と で複数の福祉避難所が設置でき ます。

消防団協力事業所へ地元の防災訓練への参画を 働き かける こ と で 、 地域の防災力の強化

に大き な効果を も たら せます。

●若者定住･福祉社会の実現
■

■

福祉避難所の設置や避難支援により 要配慮者も 安心し て避難する こ と ができ ます。

消防団員が地元小中学校に訪問し 、 防災訓練や避難訓練を 通じ て 、 防災意識の向上と こ

ど も たち の地域を 守る 気持ち を 育むこ と が、 次世代の消防団員の確保につながり 、 それ

が将来の若者定住にも つながり ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

災害に対する備えをし ている人の割合 3 7 .7％ 5 0 .0 %

市の防災対策に関する満足度 2 .9 0 ／5 3 .0 0 ／5

住民自治協議会における地区防災計画の策定率 1 6 .3％ 3 4 .9 %

消防団員数 1 ,2 0 3 人 1 ,2 5 0 人

消防団協力事業所の認定数 3 0 事業所 3 4 事業所
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５ ． 安全・ 安心な生活 【 防犯・ 防災】

④浸水対策の充実

■ 現　 　 状

●

●

近年、 気候変動に伴う 台風の大型化や集中豪雨の頻発化、 都市化の進展によ る 浸水被害が常態化

し ており 、 早急な対策が必要と なっ ています。

雨水排水ポン プ場は、 適正な運転ができ る 状態を 維持する ため、 計画に基づき 定期的な更新や修

繕を 行っ ていますが、 施設の老朽化が進んでいます。

■ 課　 　 題

●

●

老朽化し ている 雨水排水ポンプ場施設を 更新する必要があり ます。

浸水被害の軽減に向けて、 河川改修と 雨水排水対策の整備が必要です。

■ 10 年後のめざす姿チャレンジ !

床上浸水被害ゼロのまち
　 中小河川の改修や市街地の雨水対策を総合的に進めるこ と 及び雨水排水ポンプや樋門の適正な管理、

運転などにより 浸水被害から 市民を守ると と も に、 安全・ 安心な生活が確保さ れたまちをめざし ます。

■ 主な取組

●

●

●

河川改修による 堤防の強化、 河道掘削、 堤防・ 護岸などの整備を 進めます。

雨水排水ポンプ場施設の整備と 更新を 計画的に進めます。

特定都市河川（ 中村川、 赤川）及び県河川の浸水対策を 国・ 県等と 連携し て進めます。

●公民連携の推進
■

■

地域に設置さ れている 雨水排水ポン プ場施設の操作や管理、 また水防訓練を 通じ て、 水

防への意識を 高めます。

流域内のすべての関係者が連携し 雨水の流出を 抑制する こ と で 、 河川等の氾濫防止に役

立ちます。

●若者定住･福祉社会の実現
■ 浸水対策を 進める こ と によ っ て、 全て の市民が安心し て 暮ら せる ま ち づく り に役立ち

ます。

横断的取組

● 数 値 目 標 ●

項　 　 　 目 現状（ R5 年度） 目標（ R9 年度） 目標種別

雨水排水ポンプ 及び樋門（ 1 5 施設）の大雨時の稼
働率

1 0 0 % 1 0 0 %

雨水排水施設（ ６機場）の大雨時の稼働率 1 0 0 % 1 0 0 %

準用河川甚太川河川改修工事の整備率 0％（ 0ｍ） 1 0 0％（ 2 0 0ｍ）
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第３ 章    基 本 計 画
5.  安全・ 安心な生活

市民ができ るこ と
◆

◆

◆

ハザード マッ プを 見て、 事前に避難場所の確認を し まし ょ う 。

河川及び雨水排水路の清掃活動に参加し まし ょ う 。

家屋の浸水が予測さ れる 時は、 事前に土のう などを 準備し まし ょ う 。

再定義の視点
◆

◆

◆

土砂災害対策は、 防災・ 危機管理対策の充実につながっ ています。

流域治水の自分事化を 進めるこ と は、 防災・ 危機管理対策の充実につながっ ています。

改修工事によ り 河道を 拡幅する こ と で開放的な景観が形成さ れ、 河川に対する 美化意識に寄

与し ます。
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